
   

 

2020 年 11月 16 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社  島 根 銀 行 

代表者名 取締役頭取 鈴木 良夫 

（コード番号 7150 東証第一部） 

問合せ先 人事財務グループ部長 佐野 克巳  

（℡ 0852‐24‐1234）  

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

  

当行の取引先である株式会社中村水産（以下「同社」という。）は、島根県中小企業再

生支援協議会の関与のもと策定した事業再生計画に基づき、地域再生ファンドである山陰

中小企業支援 4号投資事業有限責任組合等を出資者とする新会社（同社の吸収分割会社）

に同社事業を承継することとなりました。 

これに伴い、本日付で当行は地域再生ファンドである山陰中小企業支援 4号投資事業有

限責任組合を譲受人として債権譲渡契約を締結したことに伴い、下記のとおり同社に対す

る債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせします。 

 

記 

 

1. 当該取引先の概要 

（1）商号       株式会社中村水産 

（2）所在地      島根県浜田市原井町 3050-33 

（3）代表者の氏名   中村 満江 

（4）資本金      50 百万円 

（5）事業の内容    水産加工業 

 

2. 当該取引先に対する債権の種類及び金額（2020 年 11月 16 日現在） 

貸出金       302百万円 

 

3. 今後の見通し 

上記債権額につきましては、債権譲渡等により回収可能なものを除き、2021 年 3 月期

第 2四半期（中間期）までに必要額を全額引当済みであり、2020 年 5 月 15日に公表いた

しました 2021年 3月期（通期）の業績予想に変更はございません｡ 

以上 

本件に関する具体的なお問合せは下記にお願いします。 

審査管理グループ 錦織 TEL（0852）24-1236 
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[別紙] 
2020年 11月 16日 

 

各  位 

株式会社島根銀行 

 

 

株式会社中村水産に対する事業再生支援について 

 

 

 当行は、取引先である株式会社中村水産の事業再生を支援して参りましたが、今般、島

根県中小企業再生支援協議会の関与の下で、私的整理による再生計画が成立に至りました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．支援企業の概要 

 （1）名    称  株式会社 中村水産 

 （2）所  在  地  島根県浜田市原井町 3050-33 

 （3）代表者の氏名  中村 満江 

 （4）資  本  金  50百万円 

 （5）事 業  内 容  水産加工業 

 

2．支援に至った経緯 

 （1）株式会社中村水産（以下「同社」という。）は、創業（1974年）以来、水産加工業を

主たる事業として業容を拡大してきました。 

 （2）同社の売上は、2015 年 7 月期で 23 億円超ありましたが、翌期以降は取引先との取

引縮小が続き、9 億円内外まで急激な減収に見舞われ、収支の悪化から債務超過が

拡大し、多大な金融債務を抱え窮境状態に陥りました。 

（3）以降、当行を含む金融機関の金融支援により事業を継続させつつ、業績改善に向け

た地道な施策を講じてきましたが、経営改善には至らない状況が続いておりました。 

（4）島根県中小企業再生支援協議会とも連携して検討を重ね、地域再生ファンドをスポ

ンサーとした抜本的な事業再生計画を策定するとの判断に至りました。 
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3．事業再生計画の概要 

 （1）地域再生ファンドである山陰中小企業支援 4号投資事業有限責任組合を出資者とす

る新会社（同社の吸収分割会社）に、同社事業を承継します。 

    新会社は、これまで同様に仕入先や販売先と取引を継続しつつ、刷新された経営体

制の下で適切な事業運営を行います。承継後の旧会社は清算し、実質的に金融債務

の一部が免除されます。 

 （2）新会社は、スポンサーサイドから経営人材を受け入れ、経営管理を強化するととも

に、対外的な信用力を向上させ、取引先の信用回復を図ります。 

 （3）スポンサーとの取引先情報の共有や案件管理体制を強化し、新しい商流を確立して

いくなど、収益力の向上を図ります。 

 

4．当行の支援 

 （1）同社が多額の金融債務を抱え経営難に陥って以降、当行は、関係金融機関や島根県

再生支援協議会、外部コンサルと連携し、改善支援を行って参りました。 

 （2）同社は、地域における主要産業である水産加工業の重要な一端を担うとともに、浜

田市およびその周辺地域において多くの雇用を創出しています。 

当行は、同社を確実な再生に導くことが、地域経済の安定性・健全性確保に大きく

貢献するものと判断し、支援を決定いたしました。 

スポンサーである地域再生ファンドと連携を図り、今後も同社の事業再生を見届け

ていく所存であります。 

 

 

以上 

 

本件に関する具体的なお問い合わせは下記にお願いします。 

審査管理グループ 錦織 TEL（0852）24－1236 
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